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３　整備される交通

　交通幹線の集まる小田原　小田原駅が１９２０年（大正９）に開
設された当時、１日の乗降客は４，０００人あまりに過ぎなかった。 
それが２０１９年度（令和元）では、ＪＲだけでも１０６, ０００ 
人余りで約２７倍になっている。私鉄の乗降客を含めれば約 
２７０, ０００人であり、１９９３年（平成５）と比較しても、約 
５０, ０００人増加している。現在の小田原は、東海道線で１時間
２０分、東海道新幹線では３５分で東京と結ばれている。また、小
田原駅は３つの私鉄が乗り入れており、交通結節点としての役割を
果たしている。新宿を起点として県の中央を通り、小田原に入る小
田急電鉄小田原線は、東京の副都心と県南西部を結ぶ重要な役割を
担っている。箱根登山鉄道線は開設の歴史も古く、観光地箱根の主
要な交通機関の１つとして観光客の輸送、沿線に住む人たちの通勤・
通学の手段等の大切な役割を果たしている。大
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の足として、また足柄平野北西部と小田原を結ぶ重要
な路線となっている。
　道路交通については、小田原北条・大久保氏の城下町として、ま
た江戸と京都を結ぶ交通の要
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として発達した道路をもとにして現
在に至っている。国道１号は、わが国の大動脈として、箱根や伊豆、
関西方面と京浜地方を結ぶ重要な働きをしている。また、混雑緩
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のために西湘バイパスも１９７２年（昭和４７）に開通した。早川
口ＪＲガード際から国道１号と分かれ、片浦を経て熱海、伊東、伊
豆半島南端を結ぶ国道１３５号は、１９６０年（昭和３５）根
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間に有料道路が新設され、２００８年（平成２０）には無
料化された。１９６９年（昭和４４）に開通した小田原厚木道路は、
観光道路として、また、県南西部との連絡路線として著しく重要性
を増してきている。北西平野部には、国道２５５号、県道、主要地
方道として小田原―山北線、怒
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方面を交通勢力
圏に組み込んでいる。これらの道路を栢
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―曽我線、沼田―国府津
線、巡礼街道、穴部ー国府津線などが横糸のように結び足柄平野の
道路網を形成している。この縦
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に発達した道路を、箱根登山、伊
豆箱根、富士急湘南、神奈川中央交通のバスが走っている。
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　増えた駅の乗降客数　現在小田原市内には、鉄道６路線１８駅が
あるが、熱海線の国府津―小田原間が開通した１９２０年（大正
９）には、小田原駅のＪＲ乗降客数は、１日平均約４，０００人で
あったのが、熱海まで線路が延びた１９２５年（大正１４）には約 
６，０００人となり、丹那トンネルが開通し東海道本線が現在の所を
通るようになった１９３４年（昭和９）にはそれが８，６００人余
りとなった。これは開通当時に比べると２倍以上の増加である。そ
の後激増を続け、終戦後の１９４６年（昭和２１）には６０，０００ 
人近くになっている。それでもその当時は交通機関の整備が遅れて
いたため、ひどい交通ラッシュで乗車できない人がたくさん出たが、
生活の安定に伴い買い出しなどが少なくなった１９５０～５１年頃
は乗降客数も減っている。その後、生活にゆとりができ、社会が安
定し湘南電車も運転されるようになると、観光旅行熱がおこり、経
済の発展も伴って、乗降客数は年を追うごとに増えていった。観光
地を控えた小田原はこれら社会の動向を敏感に反映している。
　新幹線開通後における東海道本線の乗降客数を小田原駅について
みると、開通当初は減少傾向がみられ石油ショックの頃最大の減
少となった。その後徐々に増加傾向にあったが、１９８６年（昭
和６１）に入り乗降客数が激減した。これは主に定期券の利用者

ＪＲ小田原駅一日平均乗客数の変化
（小田原市の統計要覧）
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が激減したことによるものだが、その後も乗降客数は回復せず現
在に至っている。１９６４年（昭和３９）東京オリンピックの年
に開通した新幹線は、２０１９年度（令和元）現在、１日平均約
２２, ０００人になっている。市内各駅の乗降客数の変化を見ると、
鴨宮駅では、１９５９年（昭和３４）には約７，６００人に過ぎな 
かったのが、２０１０年度（平成２２）には約２５，０００人を数
えるまでになっており、その数は、現在もあまり増減はみられない。
これに対して、根府川駅は１９５９年（昭和３４）に約１，７００
人だったものが、１９９４年（平成６）には約８００人まで激減し、
現在は無人駅となっている。これらのことは地域の人口、住宅、工場、
交通手段の変化と密接な関係があり、発展しつつある地域は、駅の
乗降客の増加が顕著である。
　バス路線についても同様のことが起こっているものと思われる。
乗車券を種類別にみると、小田原駅において、２０１９年度（令和
元）ではＪＲでは約５６％、小田急電鉄が約５３％、伊豆箱根鉄道
では約６１％が定期券利用者であるのに対して、箱根登山鉄道では 
約２２％に過ぎない。これは通勤通学者の多い路線、観光客の多い
路線などそれぞれに路線の特徴が出ている。小田原駅のもうひとつ
の特色として、下車してバスなどを利用する人も多いが、ＪＲ・私
鉄の乗換駅としての利用者が多いことで、本市が県西地域の中心的
性格を持っていることを表している。また、本市は背後に日本有数

小田原市内各駅乗降客数（神奈川県交通関係資料集）2019年度
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の観光地箱根を控えているため、箱根町では全観光客の約５分の１
が宿泊するのに対して、小田原では約２０分の１しか宿泊しない。
本市を素通りしていく観光客が多く、それが商業の発展にも大きな
影響を与えている。

　貨物輸送　小田原市内の東海道本線の駅で貨物を扱っていたの
は、小田原駅、鴨宮駅、根府川駅であったが、その後、西湘貨物駅
に小荷物を除いて全部まとめられた時期があった。しかし、さらな
る効率化を求めて、相模貨物駅との統合が図られ、２００２年（平
成１４）１０月３１日に鉄道貨物の取り扱いは休止された。

　バス　近年自動車交通の発達はめざましく、小田原駅を中心とし
たバス路線は網の目のように張りめぐらされている。その路線を通
して小田原市中心部と周辺部、近郊の市や町が密接に結ばれ、通勤
通学者、一般市民の足として、また観光客輸送の役割を果たし、産
業経済に大きく寄与している。
　２０１９年（令和元）において小田原駅を起点または終点として
バスを運行している会社は４社で、富士急湘南バスが市中心部や山
北・松田方面および御殿場線の沿線で運行している。神奈川中央交
通は主に橘地域から国府津や二宮を結び、地域の重要な交通機関と
なっている。伊豆箱根バスは主に市内久野方面や市外箱根方面と連
絡している。特に、行政の中心の市役所や、市立病院などと小田原
周辺を結び市民の重要な足の役目を果たしている。運行回数、輸送
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人員が最も多いのは箱根登山バスで、主要となる小田原駅や鴨宮駅、
国府津駅などから市内各地を結ぶほか、箱根町方面にも運行されて
いる。また箱根からは、御殿場駅への運行のほか、高速バスで東京
方面に行く路線がある。このほかに会社、旅館などの送迎、貸し切り、
臨時便を合わせると相当な数になる。これらのことから見ても小田
原が県西地域の拠点として重要な役割を担っていることがわかる。

　交通量の変化　小田原市内は国道、県道、市道が網の目のように
張りめぐらされ、道路の整備も進み全国的な自動車の激増に伴い交
通量が増えてきた。そのため、市内の交通利用の多いところでは渋
滞などがしばしば見られた。しかし、近年は、新しい幹線道路や酒
匂川に新しい橋がかかり交通渋滞の緩和が進んだ。市内では交通量
が増加している場所はあるが、傾向としては、国道を中心に減少し
ている場所が増えている。２０１５年（平成２７）における交通量 
調査によると、国道２５５号の西大友では、5 年前と比べ約１，３００ 
台減少している。同じく市内を南北に結ぶ道路では、県道松田国
府津線でも約２，５００台も減少している。増加している場所と

12時間交通量調査　2015年（平成27）

� 地　点
種　別

西大友国道
255号

国府津
県道松田
国府津線

荻窪
県道小田原
山北線

成田
県道沼田
国府津線

歩行者 21 145 1,318 ー

自転車 81 74 620 ー

自動二輪 253 107 591 361

小型自動車 12,038 3,783 15,085 11,713

大型自動車 2,004 505 734 648

自動車類合計2015 14,042 4,288 15,891 12,361

自動車類合計2010 15,358 6,746 14,546 7,890

自動車増加台数 -1,316 -2,458 1,345 4,471
神奈川県庁道路管理課調査指導班HP� 単位（台）
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しては、県道成田国府津線の成田で、5 年前の調査と比べて、約 
４, ５００台も増加している。市内を東西に結ぶ沼田国府津線は、
片側二車線の広い道路で、南北に結ぶ道路と多く交わり、小田原厚
木道路へのアクセスもよいため、利用が増えていると考えられる。

　観光　小田原には、年間約６２４万人（令和元年延べ人数）の観
光客が訪れるが、観光小田原を代表するものは、小田原城である。
かつて天下の名城として知られていた小田原城も１８７０年（明治
３）に天守は解体され、１９２３年（大正１２）の関東大震災によっ
て石垣も崩れた。その後市民からの寄付などにより、１９６０年 

（昭和３５）に、市制２０周年を記念して天守が再建された。この
天守の内部には、小田原城や歴代城主に関係する歴史資料等が展示
されており、小田原の歴史観光の拠点として、多くの観光客を集め
るとともに市民の教養の場となっている。最上階からは、箱根山
地、丹沢山地、相

さ が み

模灘
な だ

、伊豆方面の雄大な景観を展望することがで
きる。２０１６年（平成２８）には、耐震改修および展示内容を刷
新し、小田原の歴史的魅力を発信する役割をさらに強めた。付近一

平成の大改修後の銅
あかがねもん
門と馬

うまだしもん
出門
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帯は国の史跡に指定され、市もそれを受けて小田原城の復元を進め、 
１９７１年（昭和４６）に常盤木門、１９９７年（平成９）には銅
門、２００９年（平成２１）に馬出門が復元された。隣には二宮尊
徳翁をまつる二宮神社が木立の中にあり、市民の貴重ないこいの場
となっている。この外、石垣山一夜城、石橋山古戦場、曽我兄弟の
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いたるところに散在している。観光行事として、「小田原梅まつり」、

「小田原桜まつり」、「小田原北條五代祭り」、「小田原酒匂川花火大
会」などがあり、飯泉観音の「だるま市」（１２月）は名物として
昔から知られている。毎年春に行われる「小田原北條五代祭り」に
は、武者行列が市内を練り歩き、その装
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をしのばせてくれる。

４　向上する市民生活

１　生活環境
　進む住宅対策　太平洋戦争終戦後は、引揚者も多く、小田原駅や
城址公園で野宿する人までもいて、食糧問題とともに住宅問題が深
刻であった。本市は戦争による被害は軽かったが、空襲による被害
をできるだけ少なくするために、戦時中に家を間引いて壊したり
した。また、古くなって住むことができない家屋も多かったので、
住宅難は他の市町村に劣らず重要な問題であった。そこで、市は 
１９４９～５０年（昭和２４～２５）にかけて市内にあった建物を
買い取り、住宅に困っている人に住んでもらう等、住宅難に対応した。 
しかし、１９５１年（昭和２６）１１月に万年地区に発生した大火
によって、住宅が焼失した人を受け入れる住宅の建設が急務となる
等、さらに深刻な状況に陥ったこともあり、１９５２～７０年（昭
和２７～４５）にかけて新規団地の建設を行った。この頃の市営住
宅は、質より量を求められ、住宅に困っている世帯の住居の安定を
図るために低額な家賃の住宅をより多く提供することを目標として
いた。１９７０年（昭和４５）以降は、新規団地を建設する土地の
確保が極めて困難な状態となったため、１９７０～９４年（昭和 
４５～平成６）にかけては、老朽化が目立つ平屋建ての木造住宅等 



193

を、３～５階建ての住宅に建替えをすることにより、提供する戸数
を増やしてきた。最近の傾向としては、量から質へと住宅問題が変
わってきている。
　さて、２０２１年（令和３）４月現在、本市には１８団地 

（１, ５９１戸）の市営住宅があるが、建物の老朽化が大きな課題と
なっている。このため、建物を長い期間で有効に活用できるように、
外壁の改修工事や雨漏りを防ぐための屋上の防水工事等を計画的に
行っている。また、階段への手すりの設置や、駐車場の整備等に 
よって、市営住宅で暮らしている人たちが安心して生活できる環境
づくりを行っている。近年、募集戸数に対する入居希望者の平均倍
率は１倍前後で推移している。

　整備される上水道　都市での生活環境の望ましい条件として、清
潔で住み良いことがあげられ、上下水道、清掃等の施設は欠くこと
のできないものである。本市の上水道事業の経過をたどってみよ 
う。上水道は水源を清水新田の地下水に求めて（第一水源地） 
１９３４年（昭和９）に着手し、１９３６年（昭和１１）に完成、くみ 
上げた水を小峰配水池に送り、ここから給水した。当時町内には掘
り抜き井戸が多数あった上、小田原北条時代の遺構といわれる、早
川の水を板橋で取り入れた小田原用水を利用する者が多かったた
め、給水申込はきわめて少なく、申込金１円で１０ｍまでを町費負
担で工事する等普及に苦心した。当初の１日最大給水量は５，７７５ 
㎥、給水地域は旧小田原町の全域で、１９３８年（昭和１３）には
総戸数５，５６８戸に対し普及率は４３％になった。やがて１９４０ 
年（昭和１５）の４町村との合併により、新市域への給水が必要
となったので、第一期拡張事業を１９５０年（昭和２５）に開始 
し、８年後に完成した。この事業は、酒匂川、狩川の合流地点で酒
匂川の伏流水を取り入れるもので（第二水源地）、１日最大給水量
は１１，８００㎥であった。次に、酒匂川以東や小田急沿線地域へ
の給水のため、第二期拡張事業を１９５９年（昭和３４）に開始、
６年後に完成した。これは成

な る

田
だ

堤下（現在の成田・桑原地区工業団
地内）で酒匂川の伏

ふ く

流
りゅう

水を取り入れるもので（第三水源地）、１日
最大給水量は４４，０００㎥であった。さらに、人口の急増や市民
生活の向上とともに水需要が年々増加したため、従来の地下水や伏
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流水だけでは水量不足が見込まれたので、その原水をきれいにする
浄水場を建設し、１９７４年（昭和４９）新たに酒匂川の表流水を
神奈川県内広域水道企業団の飯泉堰

せ き

から取水して給水を開始した。
その後、将来的に水質汚染が心配される水源の変更を図り、あわせ
て人口の減少や節水循環型の水道への対応等に備えて、２００２年

（平成１４）に第五期拡張事業を開始した。この事業では２０２０ 
年度（令和２）を計画目標年度として、計画給水人口を１７８，５４５ 
人、１日最大給水量を７１，０３７㎥とし、現在に至っている。 
２００６年（平成１７）には片浦地区簡易水道事業を市水道事業に
統合し、市内の簡易水道がすべて統合された。今後は、本市の基幹
施設である高田浄水場を地震災害等にも耐えられ、将来の水需要に
も柔軟に対応できるような浄水場に造り変える工事を進め、その他
の老朽化した施設の改良等も推進する。道路などに埋まっている水
道管についても地震に強い水道管への取り替えを順次行っていく。

　普及が進む下水道　下水道も上水道と同様に市の事業である。か
つて各家庭の台所等の排水や雨水は、道路の側溝、かんがい用水路
により、早川、山王川、酒匂川等から海へ流され、し尿は、汲み取
り式便所により各家庭でためた後、収集、処理されていた。本市の
下水道は、県下では横浜、川崎、藤沢、横須賀についで１９５９年

（昭和３４）に工事にとりかかった。当初、建設省（現・国土交通 
省）の認可を得た区域は、早川以東から山王川以西で、北は市立病
院から久野川に沿った４４５㌶で、計画排水人口１０２，０００人
であった。本市は、し尿や台所等の排水の汚水と雨水を別々に流す
分流式を採用した。これは、汚水は道路等の地下に整備した下水道
管により終末処理場へ流し、雨水は既設の道路の側溝や排水路を利
用して直接川から海へ流す方法である。１９６６年（昭和４１）に 
は、寿町終末処理場で、活性汚

お

泥
で い

法による汚水の処理を開始した。
これにより各家庭は、トイレを水洗化することで、台所等の汚水と
合わせて下水道に流すことができるようになった。
　一方、神奈川県の取組としては、昭和３０年代後半から県西部で
も都市化と工業化が進み、酒匂川をはじめとする河川の水質が悪化
しはじめてきたことから、１９７１年（昭和４６）から酒匂川流域
下水道計画の検討を始めた。そして、１９８２年（昭和５７）に 
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西酒匂に建設した左岸処理場で、１９９７年（平成９）に扇町に建
設した右岸処理場で、それぞれ汚水の処理を開始した。現在、この
２ヶ所の処理場では、小田原市のほか、秦野市、南足柄市、二宮町、
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の汚水の処理をしている。
また、２０１６年（平成２８）４月からは、寿町終末処理場で行っ
ていた処理をやめ、汚水を酒匂川の河床下に埋設した下水道管によ
り、対岸の左岸処理場へ送り、処理を行っている。
　２０２１年（令和３）３月末時点で、下水道が使える区域の面積
は２, ５４７㌶であり、その区域の人口は１５７, １００人で、全市
人口に対する割合は８３. １％である。また、下水道が使える区域
にある８６, ２７２戸のうち、９３. ９％にあたる８１, ００９戸が
下水道に接続している。

　変貌するごみ処理　いろいろな都市問題のうち、市民一人一人に
密接に関係する問題がごみ処理である。それは、ごみを捨てるとい
う行為が、子どもから大人まで年齢に関係なく、生活する中で発生
するものだからである。
　ごみに対する意識や問題は、時代とともに変化している。戦時中
及び終戦直後の生活が苦しかった時代には、家庭や工場から出るご
みの量はきわめて少なく、各自で処理できた。ところが、戦後７０
年以上が経過し、生活の豊かさが増すにしたがい、ごみの量も急激
に増加し、ごみの内容にも大きな変化が生まれた。電化製品、プラ
スチックや塩化ビニル等の石油化学製品の増加により、ごみの処理
が複雑化し、ごみ処理にかかる費用も増大した。
　本市のごみ処理は、１９９７年（平成９）４月から、９分類１５
品目で始めた指定ごみ袋制による分別収集・処理が大変革となった。
９分類とは、燃せるごみ、びん類、かん類、ペットボトル、「トレー
類・ 表示のあるもの」（略して「トレ・プラ」）、紙 ･ 布類、燃せ
ないごみ、スプレー缶ほか、大型ごみで、１５品目とは、紙類のう
ち新聞紙や雑紙などの分類の中でさらに細かく分けて処理するもの
で、現在は（平成２７年度）ビデオテープ類、その他紙、廃食用油
を品目に加えた１８品目で分別収集し、１５品目で資源化を図って
いる。２０１３年度（平成２５）からは、障がい者施設の協力を得
て小型家電製品の資源化を始めるなど、新たな資源化品目の拡大 
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にも努めている。
　このような分別・資源化の結果、燃せるごみの量は１９９６
年度（平成８）の７５, ８７８㌧から２０２０年度（令和２）は 
４８, ８０６㌧に大きく減少した。
　しかし、経費面では、市内のごみ処理に約２４億円（令和元年度）
が費やされるなど、資源化を含め、ごみの処理には依然、高額な予
算が使われている。
　また、本市の焼却灰の埋め立て施設である堀ヶ窪最終処分場の残
余容量不足から、処理先の確保が喫緊の課題となっている。特に、
東日本大震災後の原発事故により、東日本各地の焼却灰から放射性
物質が検出され、一部の施設で受け入れてもらえなくなり、焼却灰
の新たな処理先の確保が各地で問題となった。幸い、本市は受入先
を確保することができたが、焼却灰は資源化よりもまず処分するこ
とが優先される状況が続いていた。現状ではそうした状況が改善さ
れつつあることから、焼却灰の資源化に対応した受入先を確保し、
資源化率の向上を図っているところである。
　このような状況の中で、本市では燃せるごみを減らす努力を続け
ている。燃せるごみを分析すると、紙類と生ごみで約６割を占めて
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おり、効果的に燃せるごみの減量を図るためには、紙類と生ごみに
対する取組が必要である。紙類については、２０１４年度（平成 
２６）から実際に収集を行う小田原市古紙リサイクル事業組合と協
力し、小さな紙も紙の収集日に出すよう分別の徹底を呼びかけてい
る。また、２０１５年度（平成２７）からは、高齢者世帯向けのサー
ビスとして登録制の戸別収集を始めるなど、紙類を分別しやすい環
境づくりを進めている。
　生ごみの削減については、発生抑制と再生利用の両面で減量を進
めることができる。生ごみとして出されるものの中には、本来は
食べることができたのに捨てられている食品「食品ロス」がある。 
２０１８年度（平成３０）の日本の食品ロスは年間６００万トンと推 
計され、小田原市では、家庭から出される燃せるごみの約２割が食
品ロスである。そのため、
使い切れる量を購入するこ
とや、消費期限と賞味期限 
の違いを正しく理解するこ
となどで食品ロスを減らす
ことができるよう、市民へ啓
発している。また、２０１０ 
年度（平成２２）から「生

（いき）ごみ小田原プロ
ジェクト」を実施し、段 
ボールコンポストによる生
ごみの堆肥化を推進してい
る。このプロジェクトには、
６, ３００世帯を超える参
加件数（２０２１年８月現
在）があり、全国的にみて
も規模の大きな取組となっ
ている。
　市民の分別状況に着目す
ると、ペットボトルの収集
日に出された袋に、石や包
丁が入れられたり、トレ・

燃せるごみの内容

生ごみ 31%

紙・布類 28%
草木類 19%

ビニール、
合成樹脂、
ゴム、皮革類
16%

その他 6%

令和２年度調査
※湿重量（水分が含まれた状態）

燃せるごみを開封した時の様子
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プラの収集日に出された袋にトレ・プラ以外の物が多く含まれたり
するなど、市民の分別意識の改善が課題となっている。このため、
自治会の組長会議での説明や、小学４年生への出前授業を実施する
など、改めて啓発に力を入れ始めたが、分別状況を改善するために
は、市民一人一人が現状を把握し、「資源化を進める」、「燃せるご
みの減量」といった分別の意義を理解し、分別に努めることが重要
である。

　環境保全と公害対策　本市は、市民の健康と良好な生活環境を守
るため、公害の未然防止を基調とする予防的な公害行政を推進して
いる。
　現在、市内で広域的な公害の発生は報告されておらず、１年間に
受ける公害苦情件数もここ数年６０件前後である。
　水質保全の対策としては、市内の主要河川や海域・地下水などを
日ごろから監視し、市内工場及び事業場にも定期的に立入調査を実
施している。また、生活排水による水質汚濁の未然防止に関して 
ホームページに掲載し、市民への周知啓発を行っている。１９９１
年度（平成３）から開始した合併処理浄化槽への転換にかかる補助
金制度の実施も継続しており、河川の汚濁防止に努めている。
　大気保全対策としては、神奈川県が市庁舎及び旧市民会館で日ご
ろから監視を行っているほか、川東タウンセンターマロニエにおい
て移動測定機による測定や、交通量の多い交差点付近における窒素
酸化物簡易調査を行い、市内の大気の状況を観測している。また、

年度別公害苦情件数　（小田原市統計要覧）

大気 水質 騒音
（カラオケ） 振動 悪臭 その他 合計

平成25年度 27 3 16（0） 0 5 1 52
平成26年度 37 1 12（0） 1 4 4 59
平成27年度 29 1 13（2） 1 6 1 51
平成28年度 37 1 19（1） 1 10 1 69
平成29年度 38 1 17（0） 0 8 1 65
平成30年度 30 2 35（2） 4 4 1 76
令和１年度 24 5 15（2） 2 9 1 56
令和２年度 26 1 21（4） 5 6 0 59
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光化学スモッグ対策については、「小田原市光化学スモッグ対策実
施要綱」に基づき被害防止に努めている。
　騒音振動対策として、主要幹線道路については、常時監視を行っ
ているほか、新幹線鉄道、住環境等の騒音や振動の調査を行ってい
る。ここ最近は、規制が難しい建設現場や屋外作業場における騒音
苦情が増加しており、事業所等に対し適宜指導を行っている。
　森・里・川・海がひと連なりとなった小田原の豊かな自然環境を
守り、子や孫に引き継ぐことは今を生きる我々の義務である。そ
して、この恵まれた環境の恩恵をすべての市民が受け、守り育て
ていかれるよう環境保全に関する条例が作られ、１９９５年（平成
７）４月１日から施行された。この条例施行に伴い、「市の鳥（コ 
アジサシ）」が決まり、環境ボランティアの活動が広がり、環境ボ
ランティア協会が組織され、清掃活動などが継続されている。また、
２０１６年（平成２８）３月には、環境との共生に向けた市民活動
の活性化を目指すため、おだわら環境志民ネットワークが設立され、
環境保全に取り組む団体、企業、個人の連携を支援している。
　本市は、２０１１年（平成２３）の東日本大震災を契機に、地域
資源の一つである再生可能エネルギーに着目し、エネルギーの地域
自給による持続可能なまちの実現に向け、取組を推進している。
　２０１４年（平成２６）には、市、市民、事業者が一丸となって
再生可能エネルギーの利用等の促進に取り組むため「小田原市再
生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」を制定。翌年の 
２０１５年（平成２７）に「小田原市エネルギー計画」を策定し、
市内で生活や事業活動を行う人々が再生可能エネルギーの利用等に
取り組むための方向性を示した。
　また、現在、世界中で地球温暖化が進行し「気候変動」が起こり、
災害が発生している。そこで、気候変動の原因となる温室効果ガス
の排出を２０５０年までに全体としてゼロにする「脱炭素社会」の
実現が求められている。再生可能エネルギーの利用は温室効果ガス
の削減につながるもので、本市でも、２０５０年までに温室効果ガ
スの半分以上を占める二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すことを
２０１９年（令和元）に表明し、脱炭素社会を見据えたエネルギー
政策をより一層進めているところである。
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　保健に力をつくす市立病院・保健センター　市立病院を設け、こ
れに伝染病院を付属させることは、市制施行時に合併町村から要望
された条件であった。その後、市長及び市議会は公約実現に努力し
たがきわめて多額の資金が必要なので実現はなかなか困難であっ
た。しかし、市内のみならず西湘方面にも総合病院としての施設を
完備する病院は少なかったので、病状によっては遠く東京、横浜の
大病院へ治療を求める人も多く、市立病院建設の要望は年々強まっ
ていった。
　そこで、市は１９５１年（昭和２６）より他市の公立病院につい
て調査を行い、資料を集めて研究を重ねた結果、１９５７年（昭和
３２）に市議会で市立病院設置を満場一致で可決した。その後１年
２か月を要して１９５８年（昭和３３）久野の日加工業跡地に完成
した。開設当時は病床数１１０床、外来診療科９科で、設備として
はコバルト６０の装置を導入した県西地域におけるがんセンター的
性格があった。その後、医療需要の増大と地域住民の要望を背景に、
１９７２年（昭和４７）１２月には、病床数３４５床（一般３００床、
伝病４５床）、外来診療科１０科に増設した。そして、患者数のさ
らなる増加、高齢化社会の進展や疾病構造の変化に伴う医療需要の
複雑多様化などに対応するため、１９８１年（昭和５６）１２月か
ら総事業費約８０億円をかけて全面改築事業を実施し、１９８５ 
年（昭和６０）３月に現病院が完成した。現病院では、高度医療の推進、
特殊医療の実施等のほか、患者の社会復帰を促すためのリハビリ
テーション室を設置するなどの機能を拡充させ、一般病床４１７ 
床、外来診療科１４科となった。
　また、高度医療や様々な医療ニーズに応えるため、診療科も増や
し、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）やＩＣＵ（特定集中治療室）、
ＨＣＵ（高度治療室）を備え、ＣＴ（コンピュータ断層撮影装置）、
ＭＲＩ（磁気共鳴断層撮影装置）、ＰＥＴ／ＣＴ（陽電子断層撮影
装置）、放射線治療装置などの高度医療機器を導入した。現在では、
外来診療科２６科、一般病床４１７床となっている。そのほか、災
害拠点病院（平成１０年３月指定）、地域周産期母子医療センター

（平成１７年１月指定）、地域がん診療連携拠点病院（平成１８年８
月指定）、救命救急センター（平成２１年４月開設）、地域医療支援
病院（平成２１年１０月承認）などの様々な医療機能を有し県西地
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域の基幹病院としての役割を担っている。
　一方、国では、大きな病院の待ち時間の問題や最近の医師不足な
ど、医療環境を改善するため、病院はより専門的な医療や高度な医
療、入院医療や救急医療などを担当し、医院やクリニックでは初期
診療や家族のきめ細かな健康チェックができる私たちの身近なかか
りつけ医としての機能を地域で分担することとし、限られた医療資
源の有効活用をするため、医療機能の分化・連携を進めており、急
性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目なく必要
な医療が提供される「地域完結型医療」を目指している。
　２０１５年（平成２７）には、都道府県に二次医療圏域ごとの地
域医療構想の策定が義務付けられ、神奈川県西部では、県西地域の
２市８町で二次医療圏となっているが、その圏域内における市立病
院の機能は、引き続き高度急性期・急性期医療を担う病院である。
　また、現病院施設は、建設後３５年以上が経過し、老朽化や狭

きょう

隘
あ い

化が進んでいることから、再整備に取り組んでおり、２０１８年度
（平成３０）には新病院が担う診療機能や療養環境、病床規模等に
ついての考え方を示す「小田原市立病院再整備基本構想」を策定し、
２０２０年度（令和２）には「新病院建設基本計画」を市議会の議
決を経て策定し、２０２６年度（令和８）の新病院の開院を目指し
て取組を進めている。
　また、健康への関心が高まり、生涯を通じての健康づくりをめざ
した施設の充実が求められていたことから、乳幼児から老人まで市
民の健康を守る保健施設として、１９８８年（昭和６３）１２月、
小田原市保健センターが酒匂に開館した。ここでは乳幼児健診、健
康教室、健康相談、検診等の各種保健事業が行われているほか、会 
議室等は市民による保健活動の場としても利用されている。２０１８ 
年度（平成３０）の利用状況は、保健関係事業が１, ６７２件、 
６３, １５４人、保健事業以外の利用が３５９件、１０, ２７０人で、
合計７３, ０００人を超える人の利用があった。

　治安を守る警察と消防　社会の治安を維持するために警察と消防
があり、日夜市民のために働いている。１９４８年（昭和２３）に
警察法が制定され、市及び人口５，０００人以上の町村には自治体
警察がそれ以外の地域には国家地方警察が置かれた。本市において
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は同年「小田原市警察職員の定数及び警察署の位置、名称、管轄区
域に関する条例」が議決され、従来の小田原警察署庁舎を県より受
け継ぎ、翌１９４９年（昭和２４）４月、市の北東部が手

て

薄
う す

なので、
井細田に足柄警察署を設けて充実を図った。しかし、その徹底した
地方分権化は全国的な犯罪の発生に対して捜査を困難にし、また次
第に増加する警察費に対して、地方公共団体の財政上の負担が重す
ぎたので、１９５４年（昭和２９）に警察法の全面改正が行われ、
以後県警察に一本化された。
　さて、小田原市内の刑法犯（暴行、傷害、詐欺、器物損壊など）
の認知件数をみると、２０２０年（令和２）は７４９件で３年連続
で減少しているが、近年は特殊詐欺（オレオレ詐欺、還付金詐欺）
の被害が目立っており、小田原警察署や市、小田原地方防犯協会な
どといった機関・団体が、注意を呼び掛けている。
　次に交通事故の状況については、小田原市内の２０２０年（令和
２）の交通事故件数は５４２件で３年連続で減少しているが、６５
歳以上の高齢者関係事故の割合は増加傾向にある。また、同年の交
通事故の負傷者数は６３０名で６年連続で減少している。
　消防は、警察と同じく１９４８年（昭和２３）に消防組織法が制
定されたことにより、それまでは警察行政の一部として消火を担当
していたが、独立して自治体消防になった。以後市町村長を責任者
として、市町村が区域内の消防活動を行うことになり、費用は市町
村の負担となった。それを受けて、本市では、１９４８年（昭和２３）

「小田原市消防本部ならびに消防署設置条例」の議決により警察署
と同時に発足した。本市には常設消防として、消防本部・小田原署

（前
ま え

川
が わ

）、南町分署・出張所３（荻窪、成田、栢山）と非常勤の消防
団２３分団が置かれている（２０２１年４月現在）。２０２０年中 

（令和 2 年中）の火災発生件数は 46 件、損害金額は約３, ５９８万
円、死傷者はなかった。主な原因としては、放火、たき火、タバコ
の火の不始末、こんろなどとなっている。
　消防勢力（人員・車両等）は市町村の実情に応じて備えることに
なっているが、本市における２０２１年（令和３）４月１日現在の
状況は、職員３７４人、消防車両は消防ポンプ自動車１０台、救助
工作車２台、化学消防ポンプ自動車１台、はしご付消防自動車１台、
高規格救急車８台、支援車１台、その他の車両２２台の合計４５ 
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台であり、消防水利は消火栓２，２９６基、防火水槽（４０㎥以 
上）７２２基である。
　大規模化・多様化する災害や住民ニーズの多様化など、近年の消
防を取り巻く環境は大きく変化しており、消防にはこうした変化に 
的確に対応していくことが求められている。このような中、２０１４ 
年（平成２５）３月３１日から、県西地域（小田原市、南足柄市、
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）の消防の広域化が図ら
れることとなった。消防の広域化により、消防署や職員の数が増え
たり、災害現場に最も近い消防署から消防車や救急車が出動できる
ようになったりするなど、災害に対応する基盤がより一層強化され
た。
　このように、環境や生活の変化に対応しながら、警察や消防は、
犯罪や交通事故、火災、災害等の様々な危険から、住民の生命や財
産を守り、地域の安心安全な生活を支えているのである。

　高まる防災意識　我が国は、古代より幾度となく地震による被害
にさいなまれてきた。本市でも、１９２３年（大正１２）の関東大
地震では壊滅的な被害を受け、現在も東海地震や南海トラフ巨大地
震、大正型関東地震、神奈川県西部地震等、さまざまな地震の切迫
性が指摘されているところである。
　神奈川県では、これら地震による「想定外」の被害をなくすため、
２０１１年（平成２３）３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）により明らかになった知見を反映させた「神奈川県地
震被害想定調査報告書」を２０１５年（平成２７）３月に発表した。
　また、東日本大震災では、津波により多くの尊い命が命が失われ
た。本市では、津波による被害を最小限に食い止めるため、「津波 
防災地域づくりに関する法律（２０１１年（平成２３）法律第１２３ 
号）」に基づき、２０２１年（令和３）６月に「小田原市津波防災
地域づくり推進計画」を策定するなどし、地震対策の強化・充実を
図っている。
　さらに、近年では、台風や集中豪雨に伴う風水害が全国的に頻発
しており、本市においても河川氾濫による洪水や、土砂崩れや土石
流による土砂災害等のリスクが高くなっている。
　このような状況の中で、あらゆる自然災害から命と財産を守るた
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め、本市では「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靭化基本法（２０１３年（平成２５）法律第
９５号）」に基づき、２０２２年（令和４）に「小田原市国土強靭
化地域計画」を策定し、ハード・ソフト両面による防災対策の充実
を図るとともに、行政と市民が両輪となって災害に立ち向かう体制
づくりを推進している。主な施策として次のような取組を進めてい
る。
　①自主防災組織の育成強化
　　　ア　防災資機材の整備に対する補助事業
　　　イ　住民防災訓練事業
　　　ウ　地域防災リーダー等育成事業
　　　　　【２０２１年（令和３）現在２５０名】
　②防災資機材の整備充実　市内４ヵ所に大型資機材等の集中備蓄
をしているほか、市内３９ヵ所に防災倉庫を設置して応急対策用資
機材を備蓄するとともに、発災時に広域避難所となる小中学校の教
室等を利用して、生活必需品等の備蓄も進めている。また、地震災 
害時の初期消火対策として、街頭に消火器を設置している【２０２１ 
年（令和３）現在４, ８７６本】。
　③災害時における飲料水等の確保対策　災害時における飲料水や
生活用水の確保のため、１００㌧又は６０㌧の水が確保できる地下
埋設の飲料水兼用耐震性貯水槽を市内に２０基設置している。ま 
た、避難所内の配水管が破損した場合でも水道管から直接水が出せ
る応急給水栓を２０１７年（平成２９）から小中学校に順次設置し
ており、２０２３年（令和５）にすべての小中学校に設置が完了する。
　④防災行政無線の整備充実　災害情報等を市民に対して迅速に伝
達するため、屋外スピーカー（子局）から一斉放送する防災行政無
線を１９８６年（昭和６１）に整備している。その後、２００７年 

（平成１９）にデジタル方式に完全移行し、すべての子局が国の発
信する「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」に対応している。

【無線局数：２０２１年（令和３）現在２２８局】
　⑤災害時の情報発信手段の充実
　　ア　 防災メール　事前登録されたメールアドレスに防災行政無線

の放送内容や台風の事前の注意喚起情報等を配信している。
　　イ　 音声自動応答装置（テレホンサービス）による情報発信　



205

住民防災訓練の様子

防災行政無線の放送内容を電話（フリーダイヤル）で確認
できるシステムを２０１１年度（平成２３）に導入している。

　　ウ　 ＦＭおだわらによる情報発信　２００７年（平成１９）の
ＦＭおだわら開局を機に、災害時の情報発信手段として
広く情報の提供を行っており、開局に合わせて同年に高
齢者や障がい者を対象にポケットラジオを無料配布した。 
２０１１年（平成２３）には、国の発信する「全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）」を割込放送する設備を整備している。

　　エ　 その他　市ホームページや市公式 SNS、テレビデータ放
送（Ｊ：ＣＯＭ小田原）、緊急速報メール（ドコモ、au、
ソフトバンク）など、さまざまな媒体を活用した情報発信
を行っている。

　⑥防災啓発の推進
　　ア　 各種ハザードマップの作成・配布　本市には地震による津

波、大雨による洪水や土砂災害など、さまざまな災害リス
クがある。自宅やその周辺における防災情報を事前に把握
し、家庭での防災対策の推進を図るため、防災マップや各
種ハザードマップを作成して全戸配布している。

　　イ　 わが家の避難行動マニュアルの作成・配布　いざというと
きに適切な行動が取れるよう、各家庭で取るべき行動や事
前に準備しておくべき物資等を記した「わが家の避難行動
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マニュアル」を全戸配布している。
　　ウ　 防災講演会・防災教育等の実施　防災関係の専門家や有識

者を講師に招き、市民を対象とした講演会を定期的に開催
しているほか、小中学生や自治会役員を対象とした防災教
室等を開催し、防災意識の向上を図っている。

　⑦地震被害軽減化の促進　地震の揺れによる人的被害を軽減する
ため、道路や公共施設に面した危険なブロック塀等の撤去に対する
補助や、木造住宅の耐震診断や耐震補強工事に対する補助を行って
いる。

２　社会保障
　福祉・医療の充実　介護保険制度が始まった２０００年（平成 
１２）は、小田原市の高齢者人口は３３, ５１９人、総人口に対す
る高齢化率１６. ７％、要支援・要介護認定者数が３, １５８人で 
あったが、２０２０年（令和２）には、高齢者人口が、５７, ０５０ 
人、高齢化率３０. １％、要支援・要介護認定者数が９, ７４９人と、
大きく増加している。
　障がい者手帳所持者は、２００５年（平成１７）は７，０４０人 
であったのに対して、２００８年（平成２０）は８，０２１人、 
２０１１年（平成２３）は８，６６４人と年々増加している。
　また、本市の生活保護世帯数は、１９９９年度（平成１１）には
９１４世帯であったが、２００２年度（平成１４）には１，０００ 
世帯を超え、２００９年度（平成２１）には１，５００世帯、 
２０１２年（平成２４）１０月には２，０００世帯を超えるなど、
著しい増加傾向が続いている。
　このように、福祉を取り巻く環境は日々変わり、同時に福祉課題
も多様化しているので公的な制度だけでは、福祉課題や生活ニーズ
にきめ細かく対応することが難しくなっている。
　そのため、住民に最も身近な市町村として住民や事業者と協力
して地域福祉を推進するために本市では「小田原市地域福祉計画」 

（第１期 平成１９年度～平成２３年度、第２期 平成２４年度～平
成２８年度）を策定している。地域福祉計画とは、地域の人と人と
のつながりを大切にし、お互いに支え合い助け合う関係を築こうと
するものである。福祉課題が日々変化している現在、公的な制度の
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みでなく、住民の努力と周りの人々の支え（共助）により地域で福
祉課題を解決する仕組みが必須である。
　そこで、自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会など
との連携により、福祉サービスを必要とする人の把握と関係機関と
の情報共有に努めるとともに、福祉サービスや地域団体の活動な 
ど、地域福祉に関する情報提供を行っている。
　他にも、超高齢社会となった本市では、地域内の公民館や体育館
などを利用して様々な介護予防の取り組みを進めたり、市内１２カ
所に地域包括支援センターを設置（平成２９年度）し、主に高齢者
やその家族の相談、高齢者の見守り、心身の状態に合わせた支援な
どを行い、高齢者が可能な限り自立した生活を営むことができるよ
う支援している。
　小田原市では、公的な制度を運営するだけではなく、地域内での

「絆」や「つながり」を大切にしながら「生涯を通じ安心していき
いきと暮らせるまち」をめざしている。

３　教育と文化
　学校教育　まず市制施行後の教育の歩みをたどってみよう。市制
施行により小学校は、従来の第一・第二・第三各小学校のほかに、
足柄第一・足柄第二・大窪・早川各小学校と酒匂小学校から分かれ
た山王原分教場を第三小学校の分校として校数は倍以上に増加し
た。やがて終戦を迎え、教育制度の改革である六三制実施のために
払った努力は大変なものであり、特に中学校教育を行うにも独立し
た校地、校舎はなく、その上小学校も増改築を要するものが多く前
途は多難であった。１９４６年（昭和２１）１２月、新学制実施準
備会を設置して対策を協議し、小学校の校舎を一部借りるなどして、
翌年５月、新制中学をいっせいに開校した。しかし、保護者はこの
不自由を見るに忍びず、各中学校区ごとに建設委員会を設け校舎
建設に努力した結果、１９４７年（昭和２２）、一中（城山中）を 
はじめとする中学校が建設されるに至った。その後、新設校もでき
て、１９９５年度（平成７）には小学校２５校、中学校１３校（う
ち私立１校）になった。２０１０年（平成２２）３月に片浦中学校
が生徒数減少のため城山中学校へ統合されたことから、現在の学校
数は小学校２５校、中学校１２校（うち私立１校）である。



208

　さて、２０２２年（令和４）４月に策定する第 6 次小田原市総
合計画における重点施策の 1 つに「質の高い学校教育」があり、
具体的な取組として「教育活動の推進」「地域とともにある学校づ
くり」「きめ細やかな教育体制の充実」「教育環境の整備」の４つを
掲げている。
　学校教育においては、２０１６年（平成２８）３月に「小田原市
教育大綱」を、２０１８年（平成３０）３月に「小田原市学校教育
振興基本計画」を策定した。めざす子ども像を「未来を創るたくま
しい子ども」とし、「自ら考え表現する力」「命を大切にする心」「健
やかな心と体」「ふるさとへの愛」「夢への挑戦」の育成に取り組ん
でいる。小田原の豊かな地域資源を生かし、学校・家庭・地域社会・
行政が一体となって、教育環境の充実を進めている。

　生涯学習　経済や科学技術の進歩による社会の急激な変化に対応
し、時代と歩調を合わせて生きていこうと考えると、学校教育だけ
でなく、生涯を通して学習していくことが必要となる。そこで、市
では生涯学習を推進するために、生涯学習センターを拠点として、
様々な事業を行っている。
　生涯学習センター本館（愛称「けやき」）は、市民の学習活動や
文化活動を総合的に支援するため、学習情報の提供、学習相談、 
自主的な学習活動の支援などの新たな機能を付与した生涯学習振興
の拠点として、従前の中央公民館から名称変更し、２００７年（平
成１９）４月に開設した。市民による主体的な生涯学習活動を基本
に、市民の生涯を通じた学ぶ意欲を支え、多様な学習の機会を提供
するとともに、学んだ成果を適切に生かすことができる環境を整備
し、生涯学習の振興を図っている。
　その他の生涯学習に関連する施設としては、生涯学習センター国
府津学習館、中央図書館・小田原駅東口図書館、小田原文学館、郷
土文化館、松永記念館、尊徳記念館等がある。

　国際交流　本市は、海外の姉妹都市であるアメリカ合衆国カリ
フォルニア州チュラビスタ市、そして海外の友好都市であるオース
トラリア・ニューサウスウェールズ州ノーザンビーチーズ市（旧マ
ンリー市）と、青少年相互派遣による国際交流事業を行っている。
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　チュラビスタ市は、太平洋に面し、気候も温暖で、柑橘類を栽培
しているなど、本市との類似点が多いまちである。姉妹都市提携を
行ったのは１９８１年（昭和５６）１１月で、１９８４年（昭和 
５９）から青少年交流事業を実施している。対象は、市内在住在学
在勤又は市内の高校を卒業した１８歳から２８歳までの人である。
その他、市民訪問団の相互派遣を定期的に行うなどして交流を深め
ている。
　シドニー近郊に位置するノーザンビーチーズ市は、美しいビーチ
や四季を通じて過ごしやすい気候が好まれ、憧れの住宅地として知
られている。ノーザンビーチーズ市と実施している青少年交流事業

「ときめき国際学校」は、１９９１年（平成３）に市制５０周年記
念事業の一つとして、本市の青少
年が旧マンリー市でホームステイ
を行ったことがきっかけで始まっ
た。対象は、市内在住の中学２年
生から高校３年生までの生徒であ
る。旧マンリー市は、２０１６年

（平成２８）に周辺都市と合併し、
現在ノーザンビーチーズ市となっ
ている。

　文化財保護　私たちの郷土小田
原は、西は箱根連山が、東は大磯丘陵が連なり、南は相模湾に面し
ている。そして、中央を流れる酒匂川は肥

ひ

沃
よ く

な足柄平野を潤し、温
暖な気候と相まって恵まれた環境にある。このような恵まれた環境
にあるため、紀元前１３，０００年以前の旧石器時代から先人が住
んでいたと考えられており、各時代の歴史の足跡が多く残されてい
る。特に戦国時代の小田原北条氏の時代には関東一円を治め文化の
中心地となり、全国屈

く っ

指
し

の城下町に発展した。これが現在の小田原
の礎

いしずえ

になっていることを見逃すことはできない。小田原にある文化
財は、そうした厚みのある歴史の中で生まれ、大切に保存されてき
たもので、いずれも小田原の歴史や文化を正しく理解するためには
欠かすことのできないものとなっている。主な文化財としては、国
指定の重要文化財として「絹

け ん

本
ぽ ん

著
ちゃく

色
しょく

阿
あ

弥
み

陀
だ

如
に ょ

来
ら い

像」（南町報
ほ う

身
し ん

寺所

オーストラリア・
ノーザンビーチ市との交流
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蔵）、大
だ い

日
に ち

如
に ょ

来
ら い

坐像（国府津寶
ほ う

金
こ ん

剛
ご う

寺所蔵）、真教坐像（国府津蓮台
寺所蔵）、「相模人形芝居」（小

お

竹
だ け

　下
し も

中
な か

座）があり、史跡として「小
田原城跡」、「石垣山」、「江戸城石垣石丁場跡（早川石丁場群関白沢
支群）があり、天然記念物として「早川のビランジュ」がある。こ
の他、県指定の文化財が２５件、市指定の文化財が１１５件ある（令
和３年８月現在）。なお、国指定史跡の小田原城跡では、史跡の保
存と活用を進めるため、史跡の公有化を行ったり、発掘調査を行っ
たりして、当時の姿がうかがえるよう整備する事業を進めている。

　社会体育と体育施設
　少子高齢化社会の到来や
情報化の進展、余暇の増大
など、社会がこれまで以上
に変化していく中で、充実
した自由時間の実現や健
康・生きがいづくりなどか
ら、市民のスポーツに対す
る志向は今後ますます高ま
ることが予想される。
　競技者を中心とした従来からの種目活動に加え、ウォーキングを
はじめ、ペタンクやグラウンドゴルフなどのニュースポーツに取り
組む人々も増え、スポーツがこれまで以上に身近なものになってき
ている。
　スポーツ活動へのニーズが多様化し、また、スポーツに対して新
たな価値観が生まれるなど、これまでのスポーツ環境に変化が現れ
ている中、子どもから高齢者まで、だれもが、どこでも、いつまで
もスポーツ活動を行えるようスポーツ環境をより充実させていくこ
とが、今後のスポーツ振興を支え・発展させる鍵となっている。
　現在、本市のスポーツ施設は、１９９８年（平成１０）第５３回
国体バスケットボール会場になり、子どもから高齢者まで全ての市
民がスポーツレクリエーション活動に楽しめるよう、生涯スポーツ
活動の拠点となることを目的とした小田原市総合文化体育館・小田
原アリーナ。同国体会場としても使用された小田原テニスガーデン
や酒匂川スポーツ広場。２０１９年（令和元）のラグビーワールド

相模人形芝居（下中座）
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カップ日本開催を控え、日本代表の練習拠点としての利用を契機に、
幅広い層の市民に親しまれ、より多くの人々に利用される、スポー
ツ振興を後押しする場となるようリニューアル工事をした城山陸上
競技場。その他にも、城山庭球場、小峰庭球場、城内弓道場、鴨宮
運動場、酒匂川左岸サイクリング場、酒匂川サイクリングコース、
御幸の浜プール等、数多く有しているが、老朽化の進行や利用状況
などを踏まえた今後のスポーツ施設のあり方を検討し、整備を進め
スポーツ環境を充実させていく。

５　くらしと政治

１　行政
　行政のしくみ　行政は、住民が快適に生活できるように生活環境
を整えたり、種々のサービスに努めることを目的としている。
　その行政の最高責任者である市長は、国の政治と違って、議員と
同様に住民が直接選挙する。本市においても、市制施行当時は議会
の推せんによったが、１９４７年（昭和２２）地方自治法の施行に
伴い、四代から公選となった。また、市長を補佐する副市長は、議
会の同意を得て市長が任命している。その他、執行機関として各種
の行政委員会が置かれているが、これは市長と市議会の関係と同様
に、それぞれ権限を分け合い、１つの機関の判断で勝手な政治が行
われるのを防ぐ目的で設けられたものである。本市には、選挙管理
委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、農業

歴　代　市　長
順　位 氏　名 期　　間

初　　代 益田　信世 1941. 3　～　1944. 5
２　　代 鈴木　英雄 1944. 6　～　1946. 4
３～４代 佐藤　謙吉 1946. 6　～　1948.12
５～９代 鈴木　十郎 1949. 2　～　1969. 2
10～13代 中井　一郎 1969. 2　～　1985. 2
14～15代 山橋敬一郎 1985. 2　～　1992. 4
16～19代 小澤　良明 1992. 5　～　2008. 5
20～22代 加藤　憲一 2008. 5　～　2020. 5
23～ 守屋　輝彦 2020. 5　～　現在


